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設問１  1  

１．Ｃの解除は賃 料不払いを理由と する債務不履行解 除（民法５４2  

１条）であ る。そ こ で、Ａ は 、事実６ の 下線部分の事実に ついて、3  

瑕疵担保責任に基 づく損害賠償請求 権（５５９条、５７ ０条本文、4  

５６６条１項後段 ）を自動債権とす る相殺により、今 後６ ヵ月間5  

の賃料債権は消滅 したとして、賃料 不払いによる債務 不履行を否6  

定する事情として 説明することが考 えられる。  7  

（１）甲建物が最 新の免震構造を備 えていなかったこ とは「瑕疵」8  

に当たるか。  9  

ア．「瑕疵」とは、個々の契約内容に 照らして目的物が 有すべき1 0  

品質・性能を欠い ていることをいう 。そして、当該契 約に お1 1  

いていかなる品質・性能が要求されて いるのかは、①ま ず は、1 2  

契約当事者の合意 内容を基準に判断 し、②合意内容が 明確で1 3  

ない場合には、補 充的契約解釈とし て、当該契約当事 者の地1 4  

位に置かれた合理 人ならば契約目的 に照らしてどのよ うな品1 5  

質・性能を期待し ていたであろうか という仮定的当事 者意思1 6  

の探求により判断 する。  1 7  

イ．確かに、甲建 物は法令上の耐震 基準は満たしてい る。しか1 8  

し、甲建物は最新 の免震構造を備え ているものとして 、賃料1 9  

は周辺の物件に比 べ、２５％高く設 定されており、Ａ はＣ に2 0  

問い合わせたとこ ろ、この事情につ いて説明を受けた ので、2 1  

賃料が高くても仕 方がないと考え、 賃料額を月額２５ 万円と2 2  

して賃貸借契約を 締結したのである 。  2 3  
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したがって、ＡＣ 間において、甲建 物が最新の免震構 造を1  

備 え て い る こ と が 黙 示 的 に 合 意 内 容 と さ れ て い た と い え る2  

（①）。よっ て、甲 建物が最新の免震 構造を備えていな いこと3  

は、契約内容に照 らして甲建物が有 すべき品質・性能 を欠い4  

ているといえ、「瑕 疵」に当たる。  5  

（２）そして、免震 構造の不備は建物 の 内部構造に係る ものであり、6  

外部から認識でき るものではないか ら、Ａ が免震構造 の不備を7  

知らなかったこと について過失はな い。したがって、「 隠れた」8  

瑕疵ともいえ、１ ２０万円の損害賠 償請求権が認めら れる。  9  

（３）しかし、契 約の拘束力により 、最新の免震構造 を備えていな1 0  

くても、契約内容 を変更しなければ 賃料額が月額２５ 万円のま1 1  

まであるから、Ａ が支払いを拒否し た６か月分の賃料 は１５０1 2  

万円である。した がって、相殺をし ても３０万円の未 払賃料が1 3  

残るため、事実６ の下線部分によっ て賃料不払いによ る債務不1 4  

履行を否定するこ とはできない。  1 5  

２．賃貸借契約は 個人的信頼関係を 基礎とした契約で あるから、賃1 6  

料不払いによる債 務不履行解除が認 められるためには 、賃料不払1 7  

いが当事者間の信 頼関係を破壊する 程度に達している ことが必要1 8  

である。相殺によ り賃料の不払いは ３０ 万円だけとな るから、Ａ1 9  

Ｃ間の信頼関係の 破壊は認められな い。したがって、 事実６の下2 0  

線部分は、信頼関 係の破壊を否定す るという法律上の 意義を有す2 1  

る。  2 2  

設問２  2 3  
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１．小問（１）  1  

（１）相続人は、 被相続人の死亡時 に権利主体として 存在していな2  

ければならないの が原則である。そ して、胎児は権利 能力を有3  

しないのが原則で あり（３条 １項反対 解釈）、しか も本件 胎児は4  

死体で生まれてい るため、Ａの相続 について出生擬制 はされな5  

い（８８６条１項、２ 項）。したがって 、本件胎児はＡの相 続人6  

にならないから、 Ａの兄であるＦ が 相続人となり（８ ８９条１7  

項２号）、４分の１ の法定相続分を有 する（９００条３ 号）。  8  

（２）そして、本 件和解契約では損 害賠償の額を８０ ００ 万円とし9  

ているが、契約当 事 者ではないＦ には 本件和解の確定的 効力（５1 0  

９６条）は及ばな い。したがって、 Ｆは、Ｄ に対して 、１億円1 1  

の損害賠償額の４ 分の１に当たる２ ５００万円につい て損害賠1 2  

償請求（７０９条 ）をすることがで きる。  1 3  

２．小問（２）  1 4  

ＤはＢに対して、 Ｂが本件胎児を代 理して締結した本 件和解契1 5  

約は無効であると して、支払った４ ０００万円につい て不当利得1 6  

返還請求（７０３ 条）することが考 えられる。  1 7  

胎児は胎児のまま では権利能力を有 さず、生きて生ま れたこと1 8  

を停止条件として 、相続の時に遡っ て権利能力を取得 すると解す1 9  

る。したがって、 胎児を代理するこ とは認められず、 Ｂが本件胎2 0  

児を代理して締結 した本件和解契約 は無効である。 よ って、Ｂ が2 1  

本件胎児への和解 金として支払いを 受けた４０００ 万 円について2 2  

は、その利得に「 法律上の原因」が あるとはいえず、 Ｄ の請求が2 3  
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認められる。  1  

３．小問（３）  2  

ＢはＤに対して、 自分の法定相続分 が４分の３である ことを前提3  

に、更に２０００ 万円の損害賠償請 求（７０９条）す ることが考え4  

られる。この請求 は、和解の確定的 効力に反しないか 。  5  

（１）和解の確定 的効力の趣旨は、 当事者が争いの対 象とした権利6  

又は法律関係につ いて終局的安定を 与えることにある 。したが7  

って、当事者が和 解の前提事項とし て争わなかった事 項につい8  

ては、和解の確定 的効力は生じない と解する。  9  

（２）本件和解に お いては、損害賠 償 額 が争われていただ けであり、1 0  

本件胎児が生きて 生まれ、ひいては Ｂ の法定相続分が ２分の１1 1  

になるのかどうか は争われていない 。したがって、Ｂ の法定相1 2  

続分が２分の１で あることについて は和解の確定的効 力は生じ1 3  

ない。よって、Ｂ の請求は認められ る。  1 4  

設問３  1 5  

１．ＨのＫに対す る丙建物の収去及 びその敷地明け渡 しの請求は、1 6  

丁土地の所有権（ ２０６条）又は共 有持分権（２４９ 条）に基づ1 7  

く妨害排除請求権 としてのものであ る。そして、共有 持分権に基1 8  

づく妨害排除請求 権は単独でも行使 できると解される 。  1 9  

この請求の要件は、（ア）丁土地のＣ 元所有、（イ）Ｈ に よる丁2 0  

土地の所有権又は 共有持分権の取得 原因事実、（ ウ）丁 土地の上に2 1  

丙建物が存在する こと、（エ）Ｋが丙 建物を所有してい ること、で2 2  

ある。  2 3  
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２．以下で、事実 ①ないし⑥の法律 上の意義について 検討する。  1  

（１）事実①  2  

これは、（ア）丁土 地のＣ元所有、（イ ）Ｈ による丁土地 の 共3  

有持分権の取得原 因事実に該当する ものとして法律上 の意義を4  

有する。  5  

（２）事実②  6  

Ｋは適法な権原な くして丁土地を占 有する無権利者で あるか7  

ら、ＨがＫ に対して 共有持分権の取得 を対抗するために は、「登8  

記」（１７７条）は 不要である。したが って、事実②は法律 上の9  

意義を有しない。  1 0  

（３）事実③  1 1  

これは、事実①と あわせて（イ）Ｈ による丁土地の所 有権の1 2  

取得原因事実とし て法律上の意義を 有する。  1 3  

（４）事実④  1 4  

Ｈが無権利者であ るＫに所有権の取 得を対抗するため には、1 5  

登記は不要である から、所有権移転 登記を備えていな いことは1 6  

Ｈの請求を妨げる 事情とはならない 。したがって、事 実④は法1 7  

律上の意義を有し ない。  1 8  

（５）事実⑤  1 9  

これは、Ｋによる 丙建物の所有権取 得原因事実として、（エ ）2 0  

Ｋの丙建物所有を 基礎付けるという 法律上の意義を有 する  2 1  

（６）事実⑥  2 2  

Ｈの所有権又は共 有持分権の侵害は 、Ｋ が丁土地上の 丙建物2 3  
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を所有することに より丁土地を占有 しているというこ とで基礎1  

付けられるのであ るから、事実⑥は 不要である。した がって、2  

法律上の意義を有 しない。               以上  3  


